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留意事項（必ずお読みください） 

 

 

１．社労士版特定個人情報保護評価書作成支援ツール（以下「作成ツール」といいます。）

のインストール方法及び操作方法につきましては、別途、連合会ホームページより「社労

士版特定個人情報保護評価書作成ツール インストールマニュアル（以下「インストール

マニュアル」といいます。）」をダウンロードしてご確認ください。 

 

２．本ソフトウエアはバージョン1.0（Ver1.0）です。今後、ご要望等を反映して、バー

ジョンアップしていく予定です。（その際には当該手引きも改訂します。） 

 

３．作成ツールはあくまで社労士版特定個人情報保護評価書（以下「評価書」といいます。）

の作成支援を目的にしています。よって、作成ツールで出力された評価書の内容は必ず確

認し、必要に応じ訂正・追加等してください。 

 

４．本手引きは第一部「作成ツール使用方法」と、第二部「評価書確認のポイント」から

なる二部構成としております。なお、マイナンバー法や特定個人情報保護評価（以下「評

価」といいます。）に関する説明は省略しております。それらの点は、連合会ホームペー

ジに掲載の「社労士のためのマイナンバー対応ハンドブック」及びeラーニングにてご確認

ください。 

 

５．選択した内容を自動で制御する等の操作性向上については、今後改善していく予定と

しております。 
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第一部 
 

作成ツール使用方法 
 

 

 

はじめに      P４ 

 

事務所編      P５ 

 

事務取扱方法編   P１５ 

 

委託編       P２２ 
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ソフトウエアを立ち上げるとメニュー画面が表示されます（詳しくは「インストールマ

ニュアル」をご参照ください。）。その次に進むと、「はじめに」という画面が表示され、

5ページにわたり確認事項が表示されるので、内容をご確認いただき、チェックマークをい

れて進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 
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事務所編 

 ここから具体的に評価書作成

内容を選択・入力していきます。 

 まず、右のような画面が表示

され、事務所編に関する説明が

表示されますので、内容を確認

してください。 

 

 

 

事務所編＞１－１ まずは、あなたの事務所の情報をご入力ください。 

 

 事務所の情報に関して、以下の４点

の質問に注意して選択・記載してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

質問⑧ いわゆるクラウドサービスの取扱い 

 クラウドサービスによる特定個人情報の取扱を選択する質問ですが、ここでは、

クラウドサービス提供事業者との契約がマイナンバー法上の委託契約に該当するか

で判断するのではなく、特定個人情報の取り扱いにおいて、クラウドサービスを利

用している場合は「有」としてください。 

 クラウドサービスであれば、契約形態に関係なく、事務所の外部で顧問先等の特

定個人情報を取扱うことになります。内部と比較して、外部でのデータ取扱いのリ

スクは契約形態にかかわらず発生するために、その管理状態等を把握する必要があ

ります。委託先として、かつ、国家資格者として顧問先等から特定個人情報を委託

される社労士事務所は、その管理状況等を把握することにより、リスクを分析して

必要な対応を行い、顧問先等委託者への説明責任を行う必要があります。 

 

 

事務所編 
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質問⑩ 自宅敷地内に事務所がある場合の独立性 

 自宅敷地内でも完全に自宅と独立して、実態として独立事務所と変わらない場合

には、独立事務所の扱いとなります。「完全に自宅と独立」とは、家庭と事務所の独

立性が保たれている状態を、物理的、技術的、組織的に担保していることを意味し

ます。 

 例えば、敷地内にあっても、家族の立ち入りは厳しく制限されている、ネットワ

ークも家庭のネットワークとは技術的に独立している等を意味します。 

 

質問⑪ E パターンの取扱 

 社労士版評価書は、開業社労士事務所をＡ～Ｄの 4 パターンに分類したモデル評

価書に対して JIPDEC が確認書を発行したものです。 

しかし、特定個人情報の取扱いを紙媒体のみで行う開業社労士事務所も同様に、

リスク分析及び安全管理措置を講じる手段として社労士版評価制度を活用すること

は有益であるので、本来の 4 パターン以外に社労士版評価書作成対象
．．．．．．．

としてＥパタ

ーンの「特定個人情報の取扱いを紙媒体のみで行う開業社労士事務所」を追加し、

合計 5 パターンといたしました。その為、作成ツールの質問には A～E の 5 パター

ンを選択するようになっていますので、このツールであなたの事務所が該当するパ

ターンから 1 つを選択し、それに実態を反映して、自己宣言していただきます。 

 ただし、本来、本評価は電子的な特定個人情報ファイルの取扱いに対する評価制

度であるため、評価内容には電子的な特定個人情報ファイルの取扱いを前提とする

部分が含まれています。よって、紙媒体のみの特定個人情報ファイルを取扱う場合

は、本ツールにおいて、電子的部分を意識せずに、紙媒体での取扱いについてリス

クを分析し、安全管理措置を講じる部分に対する質問に答えることで、自己宣言を

行ってください。
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パターン 

委託される特定

個人情報ファイ

ルの形態 

事 務

取 扱

担 当

者数 

特定個人情

報ファイル

の保管 

モデル評価書対

象・確認書と自己

宣言の意味 

A 

電子的特定個人

情報ファイル 

1 名 事務所内 

モデル評価及び

確認書に基づく

自己宣言 

B 1 名 
クラウド等

外部含む 

C 
2 名

以上 
事務所内 

D 
2 名

以上 

クラウド等

外部含む 

E 
紙媒体特定個人

情報ファイル 

事務取扱担当者数

及び特定個人情報

ファイルの保管方

法は問わず 

モデル評価書を

一部利用した自

主的・任意な自己

宣言 

 

質問⑥：開示・停止請求等 

 開示・停止請求等とは個人情報保護法に定められおり、個人情報の取り扱いに対

して、本人から請求があった場合、開示や利用の停止等を行わなければならないと

いうものです。開業社労士事務所の場合、事務所職員以外に、顧問先からの委託契

約ではなく、個人から直接委任を受けて代理人として特定個人情報の取り扱いを行

っている場合が該当します。例えば年金の裁定請求や健康保険の給付請求等を個人

からの依頼で行っている場合です。なお、改正個人情報保護法が 2017 年中に施行

されるため、いわゆる 5,000 件要件が撤廃され、1 件でも個人情報を取扱う場合

は個人情報保護法の適用となりますので、小規模事務所でも準備が必要です。 

 

事務所編＞１-２ あなたは「自宅兼事務所」を選びました。 

 

 この画面で、自宅兼事務所もしくは独

立事務所のどちらかを選んだことが確認

で表示されます。 

 本手引きでは自宅兼事務所の内容にそ

って説明します。 
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事務所編＞１-3 ①自宅敷地外との境界のリスク軽減措置に関してお答えください。 

 

 外部との境界に関しては、不特定第三

者との接点が多ければ多いほど、盗難や

紛失などのリスクは高くなります。 

 なお、必須としてあるところは、最低

限必要な対応です。また、同様にリスク

軽減措置として「その他の方法でリスク

対策をしている」場合には、下部の入力

欄内にその内容を記入してください。こ

の 2 点は以降の質問でも同様に対応してください。 

  

 

事務所編＞１-3 ②自宅と執務室の境界のリスク軽減措置に関してお答えください。 

 

 自宅兼事務所の場合は、第三者である家

族に対する特定個人情報保護に対するア

クセス制限をどのように講じているかが

ポイントとなります。 

 ①と同様に、この点は委託先である社労

士事務所に対して法律上、監督義務を負う

ことになる顧問先等から不安視されやす

い事項です。委託先として、委託者に対し

て説明責任が果たせるような対策が必要です。 

 

 

事務所編＞１-3 ③パソコン・サーバー等情報機器環境のリスク軽減措置に関してお答え

ください。 

 

 技術的なリスク軽減措置は、事務所にお

けるネットワーク環境及びハードウエ

ア・ソフトウエアの使用状況に大きく影響

を受けます。 

 この設問では多くの必須項目がありま

す。これらの項目は必ず対応してください。 
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【用語解説】 

●ファイアウォールとは 

 

 

 書いて字のごとく、「ファイア＝火」「ウォール＝壁」なので、防火壁を意味しま

す。では、何が火なのかというと、悪意を持った外部からのアクセス等を意味し、そ

れを防ぐ壁ということになるので、イメージでは上記のようになります。 

 インターネットは当然自らのコントロールが及ばない広域ネットワーク（WAN）で、

悪意に満ちたデータ通信も大量に流れています。インターネット上のデータはパケッ

ト（小包と同意）と呼ばれる単位で、ＩＰアドレスという宛先に送られるようになっ

ています。インターネットから自分のアドレス宛てに送られてくる小包が、正しい送

り主からのものかどうか、さらには、自分のパソコンに入っている小包が正しく必要

な宛先に送られるかどうかを、図のように事務所の外部との境界にフィルターをかけ

る機能のことをファイアウォール（ゲートウエイ型）といいます。 

 しかし、外部との境界だけにファイアウォールがあれば十分かというと、決してそ

うとは言えません。例えば図のように、ウイルス感染したＵＳＢメモリをＰＣに接続

すると、パソコンＡだけではなく、社内ネットワーク（LAN）等を介してパソコンＢ

も事務所内部でウイルス感染する可能性があります。このような場合でも、各パソコ

ンにファイアウォールソフトを稼働させることで、パソコン等の電子機器自体を単体

で守ることができます。従って、ゲートウエイ型のファイアウォールとソフトウエア

型のファイアウォールの両方で対策を講じることが安全性の向上につながります。 

 

●ルーターとウイルスソフトの活用 

 一般的にファイアウォール機能はインターネットへの接続機器である「ルーター」

に標準装備されている場合が一般的です。まずは、ルーターのファイアウォール機能

がオンになっているかどうかを確認します。 

また、いわゆるウイルスソフトにファイアウォール機能が含まれているものも多い

ので、そちらも同様に機能を果たすような設定をする必要があります。 
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事務所編＞１-3 ④特定個人情報ファイル取扱のリスク軽減措置に関してお答えください。 

 

 次に、事務所における物理的な安

全対策に関してお答えください。 

  

 

 

 

 

 

 

事務所編＞１-3 ⑤執務室の保管管理に関するリスク軽減措置に関してお答えください。 

 

 ④と同様に事務所における物理的

な安全管理措置に関してお答えくだ

さい。 

  

 

 

 

 

 

事務所編＞2 事務所外部との特定個人情報のやりとりのリスク軽減措置＞①持参等直接

手渡し  

 

 ここからは、事務所外部への特定個

人情報のやり取りに関してお答えくだ

さい。 

まずは、外部へ直接手渡しする場合

の措置に関してお答えください。 
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事務所編＞2 事務所外部との特定個人情報のやりとりのリスク軽減措置＞②郵送等  

 

 次に郵送についてです。郵送に関し

ては確実な提供を行うために、リスク

軽減措置が非常に重要です。 

 厚労省の雇用保険業務等における社

会保障・税番号制度への対応に係るＱ

＆Ａ14 において以下のような記述が

あります。 

 「郵便での届出を行う場合は、漏え

い、紛失等の事故を防止するため、安全な方策を講じる必要があり、電子媒体又は書

類等を持ち出す際の安全な方策の例として、追跡可能な移送手段等が挙げられていま

す。普通郵便による届出も受理いたしますが、郵送で届出を行う場合は、できるだけ、

追跡可能な書留郵便等による方法での届出をお願いします。」 

   

事務所編＞2 事務所外部との特定個人情報のやりとりのリスク軽減措置＞③FAX  

 

 次は FAX によるやり取りですが、他

の方法と比較して、確実な提供の担

保・確認において事故の可能性が高い

場合も考えられるので、できれば特定

個人情報の FAX による送受信は回避

したいところです。 

 しかし、やむを得ず FAX を利用する

場合の対応を明確にしてください。 

 

事務所編＞2 事務所外部との特定個人情報のやりとりのリスク軽減措置＞④メール  

 

 手渡し、郵送及び FAX とどちらかと

いうとアナログなやり取りが続きまし

たが、次はデジタルで一般的な方法で

ある電子メールによる送受信です。 

 なお、電子メールの取扱いでは、特

定個人情報そのものの送受信の対応も

必要ですが、「標的型メール攻撃」等

に対する日常からの対策についても細



12 
 

心の注意が必要です。 

 以下本文の内容中の用語に関しての簡易な解説です。 

 

【用語解説】 

●標的型メール訓練 

 セキュリティ対策で時間と費用をかけて、様々な技術的・物理的対策を講じて

も、最終的に人的ミスによりセキュリティ問題が生じることがあります。特に、

昨今問題になっているのが「標的型攻撃メール」です。 

 標的型攻撃メールとは、特定の組織や個人を狙って添付ファイルを開かせたり、

URＬのクリックを促し特定のサイトにアクセスさせたりして、ウイルス等感染さ

せるものです。厄介なのは、正式な業務や依頼等であるかのように見せかける件

名や本文でメールを送りつけ、受け取る側がだまされやすいようになっている点

です。特に、受信者に関係のある実在の発信元を詐称するケースが増えておりよ

り巧妙になっています。  

このため、標的型攻撃メールに対しては、利用者は発信元に問い合わせるなど

して「受信したメールの信頼性を確認する」、「添付ファイルを開かない」、「リ

ンク先を安易にクリックしない」など、十分な注意を払う必要があります。  

そこで、標的型メール訓練という教育訓練による対策が広がっています。これ

は、攻撃メールを模した無害の訓練メールを職員に送信し、メールに含まれる URL、

リンクあるいは添付ファイルを開封等した場合、「あなたはマルウエアを含む添

付ファイルを開封しました！」という警告等が行われるというものです。それと

同時に、開封した職員名、日時等のデータが蓄積され、まとめて所長へ報告がさ

れるという仕組みです。 

これにより、受信者は警告等により個人への注意喚起を行うことができ、事務

所としては、訓練のデータを組織の指導等に活用することができます。 

 

●exe ファイル（エグゼ ファイル） 

 メールの添付ファイルで絶対に開いてはならないのが「exe ファイル」と呼ば

れている、実行式ファイルです。ファイルは通常「ファイル名.拡張子」という表

示になりますが、拡張子部分が「○○.exe」というものです（他にも、「.com」

「.bat」「.js」等のファイルにもご注意ください）。実行ファイルとは、コンピュ

ータがプログラムとして「解釈し実行できる」ファイルです。よって、クリック

をすると、コンピュータがプログラムを解釈・実行し、ウイルス感染等が行われ

ます。 

 なお、「exe ファイル」はいわゆるプログラムファイルなので、それ自身が問

題なわけでなく、メール等で送られてきた                                                
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自分の意図しないプログラムが実行された場合に問題となります。よって、ご自

身の PC に元から入っている exe ファイルを特段削除する必要はありません。 

 

事務所編＞2 事務所外部との特定個人情報のやりとりのリスク軽減措置。＞⑤クラウドフ

ァイルストレージ（インターネット上でのファイル交換システム等）  

 

 デジタルによるより安全なデータ

のやり取りとして活用されるクラウ

ドサービスに関する対策です。 

 なお、連合会では、データのやり

取りを安全に行うべくクラウドサー

ビスを推奨しています。詳しくは連

合会ホームページ（会員専用ページ

→業務関連情報→マイナンバー制度

→連合会発信情報）をご覧ください。 

  

事務所編＞2 事務所外部との特定個人情報のやりとりのリスク軽減措置。＞⑥USBメモ

リースティック等電子媒体 

 

 デジタル技術を使った手軽な安全な

やり取りとして USB メモリの利用が

考えられます。 

 USB メモリに認証・ログ管理・不正

アクセス防止等の様々な機能を搭載し

て、インターネットを使わないデジタ

ルデータのやり取りが可能となります。 

 また、お使いの USB メモリで特別

な機能・対応があれば、その他欄に記載して下さい。 

 

事務所編＞3 事務所運営におけるリスク軽減措置 ・・・教育・自己点検・監査＞①事務

所職員への教育・指導 

 

 事務所編の最後に、事務所自体の運

営に関する項目についてお答えくださ

い。 
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 まずは、事務所における教育に関する事項です。なお、一人の場合には、文中「も

しくは自ら」とあるように、自らに対して行っていることを選択・記載してください。 

 

事務所編＞3 事務所運営におけるリスク軽減措置 ・・・教育・自己点検・監査＞②自己

点検 

 

 次に事務所内における自己点検

に関してお答えください。なお、自

己点検をするには「記録」が前提と

なります。 

 なお、万が一自己点検していない

項目があったとしても、このリスト

に記載されているものの記録を行

っている場合には、必ずチェックマ

ークを入れてください。 

 また、自己点検の頻度をチェックボックスのプルダウンから選択してください。 

 

事務所編＞3 事務所運営におけるリスク軽減措置 ・・・教育・自己点検・監査＞②監査 

 

 自己点検以外に監査を行っている

場合に、監査に関してお答えくださ

い。 

なお、監査とは第三者によるチェッ

クのことですので、一人事務所では

内部監査は物理的に不可能なため、

内部監査に対応する項目にはチェッ

クを入れることは出来ません。外部

監査を受ける場合には「その他の方

法でリスク対策をしている」の欄にご記載ください。 

 

 

 

 

  

以上で事務所編が終了しました。 

続きまして、「事務取扱方法編」に移ります。 
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事務取扱方法編 

 

ここからは具体的な事務の取り扱

い方法に関して評価書作成内容を選

択・入力していきます。 

右のように特定個人情報の「入手

→使用→提供→保管・消去」の各取

扱い方法に関してお答えください。 

 

 

 

事務取扱方法編＞１ 業務フロー図 

 

 事務取扱方法にお答え頂くために、

業務フローを明確にする必要がありま

すので、業務フロー図を作成してくだ

さい。 

 業務フロー図は２種類あり、全体の

業務フローを一枚でまとめた全体版と、

入社・退職・給付等の各場面でリスク

を洗い出す詳細版の２種類があります。 

 連合会のホームページに、全体版及

び詳細版のサンプルが用意してありますので、ダウンロードして、必要部分を加工し

てお使いください。 

 なお、作成ツールで全体版を選択すると、評価書「（別添１）事務の内容」に全体

版が張り付いた形で提供されますが、加工の必要がある場合は、加工して貼付け直し

てください。 

 また、詳細版を選択した場合には、枚数も増えるため、評価書に添付することで業

務フロー図を明らかにしてください。この場合、「（別添１）事務の内容」には「事

務の内容は添付資料の通り」と記載してください。 

 

 

 

 

事務取扱方法編 
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事務取扱方法編＞２ 特定個人情報の入手 ＞①目的外に入手しないための対策 

 

 ここから具体的な特定個人情報の取

扱方法に関してお答えください。 

 まずは、「入手」において目的外入

手しないための対策に関してです。 

 設問中に「入社連絡票」及び「個人

番号報告書」という帳票名があります

が、連合会ホームページに以下のよう

なサンプルが掲載されています。 

 なお、業務取扱に関しては、各事務所で独自な方法によりリスク軽減措置を行って

いることが考えられるので（ただし、例文と同等レベルのもの）、その場合には、他

の設問同様に「その他の方法でリスク対策をしている」欄に記載ください。 
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事務取扱方法編＞２ 特定個人情報の入手 ＞②正しい方法で入手するための対策 

 

 次に、特定個人情報（マイナンバー

自体）を正しい方法で入手するための

対策に関してお答えください。 

 こちらも独自の方法が考えられるの

で、その場合は「その他の方法でリス

ク対策をしている」欄にご記載くださ

い。 

 

 

 

事務取扱方法編＞２ 特定個人情報の入手 ＞③入手した内容が正しいことを担保する対

策 

 

 マイナンバー法の中核をなす考え方

に「本人確認」があります。 

 「番号確認」＋「身元（実在）確認」

＝「本人確認」ですが、この両方が正

しく行われて初めて、正しい特定個人

情報の入手となります。 

 こちらも独自の方法が考えられるの

で、その場合は「その他の方法で対策

をしている」欄にご記載ください。 

 

事務取扱方法編＞２ 特定個人情報の入手 ＞④入手した特定個人情報の漏えい・紛失へ

の対策 

 以上のプロセスで正しく特定個人情

報を入手することになりますが、入手

した内容が漏えい・紛失しないような

対策が必要となります。 

 こちらも独自な方法が考えられるの

で、その場合は「その他の方法で対策

をしている」欄にご記載ください。 
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事務取扱方法編＞３ 特定個人情報の使用 ＞③ファイルが不正に複製されないための対

策（自動入力のため①②省略） 

 

 次に特定個人情報の使用に関して

お答えください。なお、①及び②に関

してはシステム等に関する事項であ

るため、そちらの設問から自動入力さ

れます。 

 ファイルの不正複製対策に関して

お答えください。こちらも、各事務所

で独自な対策が考えられますので、そ

の場合には「その他の方法で対策をしている」を選択ください。 

 

事務取扱方法編＞４ 特定個人情報の提供 ＞①正しい相手への提供できるような措置

（自動入力のため②省略） ③ファイルが不正に複製されないための対策  

 

 次に特定個人情報の提供に関し

てお答えください。②に関しては

システム等に関する事項であるた

め、そちらの設問から自動入力さ

れます。 

 まずは、正しい相手へ提供でき

る措置に関して、続いて、提供し

た記録に関しての措置に関してお

答えください。 

  

事務取扱方法編＞５ 特定個人情報の保管・消去 ＞①正しい消去措置  

 

 次に特定個人情報の消去・保管に

関してください。 

 まずは、正しく消去できる措置に

関してお答えください。なお、消去

方法に関しては様々な方法が考え

られますので、その場合は「その他

の方法で対策をしている」に記載し

てください。 
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事務取扱方法編＞５ 特定個人情報の保管・消去 ＞②正しい保管措置  

 

 次に特定個人情報の保管に関し

てお答えください。 

 この消去方法に関しても様々な

方法が考えられますので、その場合

は「その他の方法で対策をしてい

る」に記載してください。 

 

 

 

 

事務取扱方法編＞6 使用するシステムの情報 ＞①個人番号を取扱うシステムの範囲  

 

 最後に使用する業務システムの情

報を選択してください。 

 まず「個人番号を取扱うシステムの

範囲」に関して、３画面にわたって該

当するものを選択して頂くことにな

ります。ここで重要なのは、一度選択

したら他の画面で他のシステムを選

択しないという点です。一つしか選択

できないようにはなっていないため、

ご不便をおかけしますが、この点ご注意ください。 

 

なお、３画面にわたって分類１・分類２・分類３と別れているためにわかりにくい

かもしれませんので、まとめると以下の表のようになります。 

 例えば、「分類１」の一番上は、「①個人番号管理システム」で「個人番号管理・

保管」している。そして「②社会保険労務士業務システム」で「①に連携で個人番号

利用」し、「③賃金計算関係システム」においても「①に連携で個人番号利用」とい

うことになります。 
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  ①個人番号管理システム ②社会保険労務士業務システム ③賃金計算関係システム 

分

類

１ 

個人番号保管・管理 ①に連携で個人番号利用 ①に連携で個人番号利用 

個人番号保管・管理 ①に連携で個人番号利用 ― 

個人番号保管・管理 ― ①に連携で個人番号利用 

個人番号保管・管理 ①に連携で個人番号利用 

分

類

２ 

個人番号保管・管理 個人番号保管・管理・利用 個人番号保管・管理・利用 

― 個人番号保管・管理・利用 個人番号保管・管理・利用 

個人番号保管・管理 個人番号保管・管理・利用 ― 

個人番号保管・管理 ― 個人番号保管・管理・利用 

個人番号保管・管理 個人番号保管・管理・利用 

分

類

３ 

― 個人番号保管・管理・利用 ― 

個人番号保管・管理 ― ― 

― ― 個人番号保管・管理・利用 

― 個人番号保管・管理・利用 

 

事務取扱方法編＞6 使用するシステムの情報 ＞②個人番号を取扱う対象人数  

  

 次に個人番号を取扱う対象人数を選

択します。 

  

 

 

 

 

 

事務取扱方法編＞6 使用するシステムの情報 ＞③システムのへのログイン方法  

  

 次にシステムのログイン方法に関し

てお答えください。 

 なお、一番上の設問は、１人用のパ

ソコン等であってもIDとパスワードを

設定して、ログインすることを徹底し

ていただくことを意図し、あえて記載

してあります。 
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事務取扱方法編＞6 使用するシステムの情報 ＞④パスワードの変更と内容  

  

 次にパスワードの管理に関しての設

問です。 

 パスワードの管理は、セキュリティ

対策の基本ですので、十分な対応が必

要となります。 

 

 

 

 

事務取扱方法編＞6 使用するシステムの情報 ＞⑤システムログの記録 

   

 次にシステムログに関しての設問

です。 

 入手から管理・消去で「記録」の

重要性をご説明しましたが、システ

ム上の記録であるログの管理も非常

に重要です。 

  

 

 

事務取扱方法編＞6 使用するシステムの情報 ＞⑥システムの利用開始日 

  

 次にシステムの利用開始日を記載

してください。 

 システムの導入時期が違っている

等、使用するシステムの違いにより利

用開始日が違う場合には、出力された

評価書（エクセルシート）に直接修正

してください。 
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委託編 

 ここから先は、委託をしている場合の

みお答えください。委託をしていない場

合は「委託していません」を選択すると、

終了の画面に移ります。 

なお、委託先に関してはモデル評価

書にて3つまでの記載になっているの

で、ここでも最大3としています。それ

以上委託がある場合は、評価書に直接、

入力してください。 

なお、クラウドサービス事業者に関して、実際委託契約を行っていない場合でも、

本評価においては、委託と同等と判断して、リスク軽減措置に関してお答えいただく

ことにしております。クラウドサービス事業者は選択肢の「データ運用・保管」にあ

たります。 

 

 

委託編＞1 委託先●の概要と体制 ＞①名称と取扱人数 

  

 まずは委託先事業者の名称と委託内

容及び委託先人数を記載してください。 

 委託先人数とは、委託先での特定個人

情報の取扱者数のことです。 

 なお、クラウドサービス事業者に関し

ては、当該委託に関する質問事項に関し

て、事前に情報提供を依頼して、回答が

あった事業者の回答内容を、順次連合会

ホームページに掲載しますので、そちらをご覧ください。 

 

委託編＞1 委託先●の概要と体制 ＞②名称と取扱人数 

  

 次に委託先事業者の管理体制に関し

お答えください。 

 

 

委託編 
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委託編＞2 委託先●の概要と体制 ＞①特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限 

  

 次に委託先において特定個人情報を

閲覧したり、更新したりする場合の制

限に関してお答えください。 

 なお、これ以降クラウドサービス事

業者等で確認しても、委託契約ではな

いため未回答の場合等が考えられるた

め、「確認したが不明」という項目が

設けられています（具体的な反映は有

りません）。 

 

委託編＞2 委託先●の概要と体制 ＞②特定個人情報ファイルの取扱いの記録 

  

 委託先における特定個人情報の取扱

いに関する記録状況に関してお答えく

ださい。 

   

 

 

 

 

委託編＞2 委託先●の概要と体制 ＞④特定個人情報の消去ルール及び確認 

  

 委託先において特定個人情報を消去

する場合のルール及びその消去自体の

確認方法に関してお答えください。 
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委託編＞2 委託先●の概要と体制 ＞④特定個人情報の消去ルール及び確認 

  

 委託先において特定個人情報を消去

する場合のルール及びその消去自体の

確認方法に関してお答えください。 

   

 

 

 

 

委託編＞3 委託先との契約内容 

  

 次に委託先との契約内容に関してお答

えください。 

 なお、クラウドサービス等の場合に委託

契約ではなくても、サービス利用に関する

契約等において守秘義務等が定められて

いると考えられますので、その内容に関し

てお答えください。 

   

 

委託編＞4 委託先の再委託 

  

 最後に委託先がさらに他の事業者へ再

委託しているかどうかお答えください。 

 なお、委託先が複数件ある場合は、再度 

  「委託編＞1 委託先●の概要と体制＞  

①名称と取扱人数」が表示されますので、

同様にお答えください。 
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完了＞ 評価書の出力 

 

 以上ですべての項目にお答え頂きまし 

た。 

 最後に、評価書を出力するために、「出

力する」ボタンを押して完了です。 

 なお、出力するボタンを押すと、エクセ

ルファイルを保存するファイル名と保存

場所の指定を要求されるので、適当な名前

と場所を指定して保存してください。 



26 
 

 

第二部 
 

評価書確認のポイント 
 

 

 

評価書の構成                             P２７ 

 

Ⅰ 基本情報                             P２８ 

 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要及び「（別添２）ファイル記録項目」   P２９ 

 

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策      Ｐ３３ 

 

Ⅳ その他リスク対策                         Ｐ３７ 

 

Ⅴ 開示請求、問合せ                         Ｐ３８ 

 

Ⅵ 評価実施手続                           Ｐ３８
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表紙及び項目一覧  

 出力評価書はエクセルファイルで出力さ

れます。下段ワークシート見出しの一番左

端にある、最初のシート「表紙」及び次の

シート「項目一覧」の説明から始めます。 

 「表紙」に関しては、右のようなシー

トが出力され、評価書の基本的な情報が

表記されます。 

 点線枠で囲ってある箇所をご確認くだ

さい。先ず、①②及び④が作成ツールで

選択した評価書のパターンと合致してい

るかチェックしてください（Aパターンの

評価書番号は１となり、B・C・D・Eは

それぞれ２・３・４・５となります）。

また、③及び⑤に事務所名が正しく反映

されているかもご確認ください。なお、

⑥公表日にはファイルの作成日が自動的

に入力されますが、実際に自己宣言をす

る日付に修正してください（なお、社労

士版評価書では「公表」は必須ではあり

ません）。 

 

 項目一覧には評価書の各構成が記されて

います。なお、Eパターンの場合には、「Ⅱ 

特定個人情報ファイルの概要」及び「（別添

２）特定個人情報ファイル記録項目」は必要

ありませんので、「該当なし」として補足付

記してください。また、該当なしと補足付記

したシートは印刷しないでください。 

  

 

評価書の構成 

Ⅳ　その他のリスク対策

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅵ　評価実施手続

　（別添３）変更箇所

項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添１）事務の内容

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

　（別添２）特定個人情報ファイル記録項目

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策

表紙 

ワークシート見出し 
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Ⅰ 基本情報 及び （別添１）事務の内容 

 

 「Ⅰ 基本情報」シートには、 

「1.特定個人情報ファイルを取り扱

う事務」から「8.他の評価実施機関」

までの、事務所における特定個人情

報ファイルの取扱いの基本情報が入

力されています。また、取り扱いの

事務の内容を業務フロー図を使って

補足するために「（別添１）事務の

内容」シートが別添されています。 

 作成ツールで自動的に入力された

内容を確認してください。特に点線

枠で囲ってある①の対象人数及び

②の事務所名、代表者名は必ずご確

認ください。 

 また、確認が終わったら、印刷プ

レビューでセル全体が正しく印刷

されるように収まっているか、途中

で改行がされていないか、文字が切

れていないか等の確認を行ってく

ださい（すべてのシートに共通する

チェックポイントです）。 
 
   また「（別添１）事務の内容」に

は作成ツール「事務取扱方法編＞１

業務フロー図」で全体版を選択した

場合には、あらかじめ全体の事務の

業務フロー図が張り付けられてい

ます。詳細版を選択した場合には、

添付資料として、評価書の巻末に添

付してください。なお、全体版・詳

細版ともに連合会のホームページ

にワードのデータが用意されてい

ますので、必要に応じ、事務所の実

Ⅰ 基本情報 
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態に合わせて訂正してください。 

 

 

 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞１.特定個人情報ファイル名及び2.基本情報 

 

 「Ⅱ特定個人情報ファイルの

概要」シートには、「1.特定個

人情報ファイル名」から「8. 備
考」までの、取り扱う特定個人情

報ファイル自体の概要が入力さ

れています。また、具体的な特定

個人情報ファイルの記録項目を

補足するために「（別添2）ファ

イル記録項目」シートが別添され

ています。 

 「Ⅰ 基本情報」シート同様に

作成ツールで自動的に入力され

た内容を確認してください。なお、

確認するポイントですが、先ず点

線枠で囲ってある①にファイル

名が入力されているかを確認し

てください。ファイル名が入力さ

れていない場合はそのシートは

印刷対象外となります。作成ツー

ルの「事務取扱方法編＞6 使用

するシステムの情報 ＞①個人番号を取扱うシステムの範囲」でシステムを選択する

ことにより、選択内容が自動入力されます。評者書のエクセルファイルには「Ⅰファ

イルの概要(1)」「Ⅰファイルの概要(2)」「Ⅰファイルの概要(3)」３シートが既定で

用意されているので、不要な箇所を印刷しないように、ご注意ください（システムで

自動に非表示とできないため、各自でご対応お願いいたします）。 

 次に、枠線②の「ファイルの概要」はすべてシステム用ファイルになっていますが、

例えば個人番号管理システムを、業務ソフトではなく、ご自身でエクセル等の表計算

ファイル等を利用して作成している場合には、枠線②の「ファイルの概要」のセルを

クリックし、プルダウンメニューから「その他の電子ファイル」を選択してください。

また、枠線③の「対象となる本人の数」は「Ⅰ基本情報」での対象人数と単位が違い

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要及び「（別添 2）ファイル記録項目」 
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ますが、作成ツールで選択した内容が反映されています。また、枠線④には事務所名

が反映されているか確認してください。 

 

 Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞3.特定個人情報ファイルの入手・使用 

 

 次に「Ⅱ特定個人情報ファイル

の概要」シートの「3.特定個人情

報ファイルの入手・使用」の確認

です。 

 先ず枠線①に「入手方法」とし

て、事前に想定される入手方法が

記載されていますが、必要のない

ものは○を外してください。また、

枠線②の「使用目的」の表示内容

が多いので、すべて表示されてい

るか確認してください。 

 枠線③は作成ツールで選択した

事務所の取扱い人数が反映されて

いるか確認してください。枠線④

も同様に作成ツールで入力したシ

ステム使用開始日が反映されてい

るか確認します。その他の項目は、

自動入力された内容を確認してく

ださい。 
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 Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞4.委託 

 

   次に「Ⅱ特定個人情報ファイル

の概要」シートの「3.委託」の確

認です。 

   先ず枠線①「委託の有無」の委

託数と②の「委託事項」「委託内

容」が正しく反映されているか確

認します。なお、委託事項は１か

ら３までありますが、委託事項Ⅰ

のみの場合は⑥のように空欄とな

ります。 

 次に枠線③の「対象となる本人

の数」として、ツール「事務取方

法編＞6 使用するシステムの情報

＞②個人番号を取扱う対象人数」

で選択した人数が反映されていま

すが、委託先での取り扱いに相違

がある場合に選択しなおしてくだ

さい。また、枠線④「委託先にお

ける取扱者数」は作成ツールで選択した委託先の取扱い人数の反映を確認いただき、

「再委託の許諾方法」は作成ツールの再委託に関する選択項目の反映を同様に行いま

す。 

 

 Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除

く。） 

 

   次に「Ⅱ特定個人情報ファイル

の概要」シートの「5. 特定個人

情報の提供・移転（委託に伴うも

のを除く。）」の確認ですが、枠

線①「提供する情報の対象となる

本人の数」及び②「提供方法」が

実態と異ならないか確認してく

ださい。その他の項目は、特に確

認の必要はありませんので、入力
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された内容を確認してください。 

   なお、移転先はありませんので、グレーになっています。 

 

  Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞6. 特定個人情報の保管・消去及び備考 

 

   最後に「Ⅱ特定個人情報ファイ

ルの概要」シートの「6. 特定個人

情報の保管・消去」の枠線①に作

成ツールで選択等した保管に関す

る内容が反映しています。また枠

線③には同様に消去に関する内容

が反映しているので、確認してく

ださい。 

   なお、枠線②「保管期間」の期

間は空欄になっていますが、その

下の妥当性にあるように法定保存

期間等によって変わってくるので、

ここでは明記していません。また、最後の備考は空欄のままで結構です。 

 

 Ⅱ （別添2）ファイル記録項目 

 

 なお、別添２としてファイル記

録項目を添付していただきます。 

 こちらの項目には、自動的に各

業務システムに対応する、必要最

低限の記録項目を記載してありま

す。必要に応じて追加いただくこ

とは可能ですが、特段の理由がな

い限りこのままの状態で次にお進

みください。 
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III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞1.特定個人情報ファイル

名及び2. 特定個人情報の入手 

 

 「III 特定個人情報ファイルの取

扱いプロセスにおけるリスク対策」

シートには、「1.特定個人情報ファ

イル名」から「6.特定個人情報の保

管・消去」までの、特定個人情報フ

ァイルの取り扱いプロセスにおける

リスク対策が入力されています。こ

れらは作成ツールの「事務取扱方法」

で選択等頂いた内容が反映されてい

ます。よって、「入手→使用→提供

→保管・消去」において正しく反映

がされているか、まずはご確認くだ

さい。例えば、入手では枠線①が「対

象者以外の情報の入手を防止するた

めの措置の内容」として正しく反映

されているかどうかを確認します。 

 なお、枠線②のように、対策は「十

分である」ということが予め固定値

で入っています。よって、空欄等が

多い場合でどうしても「課題が残さ

れている」とせざるを得ない場合以

外には、「十分である」として、そ

の上で具体的対策の充実を図るようにしてください。なお、この「十分である」に関

する確認は「３．特定個人情報の使用」から「6.特定個人情報の保管・消去」まで行っ

てください。 

 また、枠③のように多くの対策が入力されている場合は、セルの表示が途中で切れ

る等の場合もありますので、印刷プレビューで確認して、必要あれば行の高さを調整

してください。これは、本評価書に共通する注意点です。 

III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策  
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III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞3. 特定個人情報の使用 

 

   次に「3. 特定個人情報の使用」

ですが、こちらにも作成ツールで

選択等した内容が反映されている

か、また十分であるという固定値

に相応する内容が入っているかを

確認してください。 

   なお、枠線①に「宛名システム」

という見慣れない名称があります。

これは行政等で使われるシステム

の呼び名で、社労士版評価書で言

われる「個人番号管理システム」

とほぼ同意であるということで、

取り扱いください。 

   ※「アクセス権の管理」に AB

パターンで「行っていない」が入

っている場合、枠線②の記載内容

から考えると「行っている」と表

示されるのが、妥当である場合があります。その場合には、大変お手数ですが、手作

業で「行っている」に修正願います。 

 

III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞４. 特定個人情報ファイ

ルの委託 

    

   本来は特定個人情報の取扱いのプ

ロセスなので「入社→使用→提供→

保管・消去」の順なので、「提供」

となる順番ですが、評価書ではここ

で「委託」が入ります。 

   よって、委託をしていない場合は、

ここは飛ばしていただきますが、委

託がある場合は、契約等も含めて、

リスク措置を確認すべき点が多々あ

りますので、作成ツールで選択等し

た内容が反映されているか、よく確
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認してください。 

 

III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞５. 特定個人情報ファイ

ルの提供・移転 

    

   次に「特定個人情報ファイルの

提供・移転」ですが、社労士版評

価としては、評価書における「移

転」の趣旨が社労士業務への適用

にそぐわないと判断し、「提供」の

みのリスク措置を確認します。 

   作成ツールで選択等した内容が

反映されているか、よく確認して

ください。 
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III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞7. 特定個人情報ファイ

ルの提保管・消去（６．情報提供ネットワークシステムとの接続 は社労士版非該当） 

    

   最後に「特定個人情報ファイルの提

保管・消去」に関してですが、右図の

評価書をご覧になるとわかるように、

非常に多くの情報を入力して、リスク

軽減措置を行う分野です。 

   しかしながら、このリスク軽減措置

に関しては、作成ツールで順序立てて

確認してきましたので、評価書上では、

それらが正しく反映されているかを確

認してください。特に①の物理的対策

及び②の技術的対策は、顧問先等の関

心も高く、第三者が見てもわかりやす

い内容でもあります。 

   なお、分量が多くなることが予想さ

れるので、上述しましたがが、セルが

印刷で切れることがないように、プレ

ビュー機能等で確認してください。 
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Ⅳ その他リスク対策 

    

   「Ⅳ その他リスク対策」に関し

て、作成ツールでは事務所内の管理

等に関して確認した「教育（記録）・

自主点検・監査」が右図のように反

映されます。枠線①について、正し

い反映がされているか確認してくだ

さい。 

   枠線②については「内部監査員（責

任者）は、特定個人情報の取扱が法

令、ガイドライン、ハンドブック、

規程およびその他の規範と合致して

いることを定期的（年１回以上）に

監査している。」の記載が CD パタ

ーン（2 名以上取扱い）以外にも表

示される場合がありますので、該当

しない内容は削除してください。 

Ⅳ その他リスク対策  
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Ⅴ 開示請求、問い合せ 

    

   「Ⅴ 開示請求、問い合せ」に関し

て、枠線①で固定値として「※原則と

して開示請求等は、委託契約に基づく

個人番号関係事務の取扱いにより、開

示等の請求は発生しない。」と入って

います。委託契約のみの場合、開示請

求等は発生しませんが、従業員分及び

委任分の場合に発生しますので、この

ように※印を付した上で、開示等に関

しての対応を入力してください。 

   なお、枠線②の「請求方法」におい

ては、一般的にホームページにて行う

場合が多いため、このように固定値に

していますが、他の方法による場合は、そちらに変更してください。なお、ホームペ

ージに関する記載は ROBINS による方法も有効でありますので、これを機に ROBINS

の活用も検討をお願いします。 

   また、枠線③の「連絡先」は枠線①下の連絡先と同様に、正しい情報が反映してい

るか確認してください。 

 

 

Ⅵ 評価実施手続    

  

 最後の「Ⅵ 評価実施手続」に関しては特に変

更点はありません。内容を確認し、印刷してくだ

さい。 

 

 以上の確認を行い、印刷の上、自己宣言を行っ

てください。 

Ⅴ 開示請求、問い合せ  

Ⅵ 評価実施手続  

③ 


